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労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等が2022年5月31日に公布・施行（一部については、2023年4月1日 

又は2024年4月1日から施行）され、特化則等による個別具体的規制を中心とする規制から、自律的な管理を基軸

とする規制に変わりました。 

本改正により、リスクアセスメント対象物*1を取り扱う場合、事業場ごとに化学物質管理者の選任、ばく露を最小

限度にすること、衛生委員会における化学物質の管理状況の労使モニタリング等が義務化されています。 

改正内容の詳細につきまして、厚生労働省ホームページにてご確認くださいますよう、お願い申し上げます。 

 

リスクアセスメント対象物*1含有に該当する富士フイルム印刷関連製品＊2につきましては、別途掲載しております

「富士フイルム印刷関連製品各種法規制該非一覧表」または「安全データシート（SDS）」をご参照ください。 

 

本内容に関するお問合わせは技術本部（Tel:03-6419-0350, Fax:03-6419-9893）へお寄せください。 

 

＊1: 労働安全衛生法第57条の3でリスクアセスメントの実施が義務付けられている危険・有害物質 

＊2:「富士フイルム印刷関連製品」とは、富士フイルム（株）製および富士フイルムグラフィックソリューションズ（株）製 

の印刷関連製品を指します。 
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